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「土木工事の情報共有システムの導入と
工事書類作成の改善」

国土交通省
大臣官房技術調査課工事監視官　八木　裕人

１．はじめに　
　JCMマンスリーレポートの2010年９月
号に「施工効率を向上させる工事書類作成
の改善」というテーマで、土木工事におけ
る工事書類作成の改善についての取り組み
状況を紹介させて頂きました。そこでも工
事書類作成の改善は、単に工事書類作成の
簡素化・削減を図るだけではなく、完成検
査、完成図書の納品など関連する業務と併
せて改善を図って実施することが必要であ
ると書きました。
　その後、９月29日付けで図－１に示すよ
うに、「土木工事における受発注者の業務

効率化の推進について」を始めとして必要
なガイドラインや要領を策定し、本年度の
11月以降に契約する工事について実施して
いくこととしました。その中で、情報共有
システムの活用についてもシステムの活
用、電子検査の実施、情報共有システムを
活用した場合の提出資料等の扱いなどを明
確にして実施することとしました。
　「施工効率を向上させる工事書類作成の
改善」については、本年度後半からの本格
的な実施であり、取り組みを円滑に実施す
るには現場への周知徹底を行うとともに、
特に、情報共有システムについては全ての
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工事で実施するわけではなく、また、シス
テムの特性から受発注者が一体となって取
り組んでいくことが重要です。
　本報告では、工事書類作成を改善する取
り組みにおける情報共有システムの活用に
ついて紹介します。

２．情報共有システム活用ガイドラインの
　ポイント
　「施工効率を向上させる工事書類作成の
改善」の一環として策定した「土木工事の
情報共有システム活用ガイドライン」は、
従来、直接会って実施していた受発注者の
打ち合わせや、最近ではメールを活用した
やりとり等をASPなどの情報共有システ
ムを活用して業務の効率化を図るもので
す。情報共有システムを活用して業務の効
率化を図ることにより、図－２に示すよう
に結果的に「各工事現場における生産性の
向上」「工事目的物の品質確保」に繋がる
ことが期待されます。
　また、情報共有システムについては活用

の仕方によって、より業務の効率化が受発
注者ともに期待されるシステムです。
　今回策定したガイドラインの主なポイン
トは、以下のとおりです。
①機能要件2.00対応の情報共有システムの

利用方法の明確化
　「工事施工中における受発注者間の情報
共有システム機能要件（Rev.2.0）」に対応
した情報共有システムの各機能の利用方法
を明記。
②利用を必須とする機能
　工事帳票の授受に関する機能（発議書類
作成機能、ワークフロー機能、書類管理機
能）、電子検査支援機能及びデータ移管機
能を利用必須機能とし、優先的に利用する
機能を明記。
③利用上の留意点
　適切に情報共有システムを利用すること
で初めて業務の効率化に繋がることから、
利用にあたって留意すべき点を明記。
④工事帳票の発議前に打合せが必要な場合
　昨年度の試行において、情報共有システ
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ムを利用した場合には対面の打合せが全て
不要となると誤解している意見が多く見受
けられたことから、適切な情報共有システ
ムの利用を促すために、工事帳票の発議前
に打合せが必要な場合は、対面で紙を利用
した打合せを行ってよいことを明確化。
　なお、定期報告などの場合は、打合せす
ることなく、情報共有システムから工事帳
票による発議することを明記。
⑤フォルダ構成の統一
　統一的なフォルダ構成が業務の効率化に
繋がることから、情報共有システムに登録
し、電子検査を行うにあたって必要となる
フォルダ構成を明記。
⑥紙の書類の取り扱い
　契約関係書類（契約担当課へ提出する請
求書等）など、原本が紙の書類は原則とし
て情報共有システムに登録する必要がない
ことを明記。
⑦電子検査の考え方
　工事施工中に受発注者間で電子的に交
換・共有した工事書類に限り原則として電

子検査を行い、それ以外の紙の書類は紙で
検査を行うことを明記。
　電子検査を行う場合は、情報共有システ
ムから出力した電子データを利用したオフ
ラインの電子検査を原則化。
⑧電子検査の準備
　電子検査に必要なパソコンは、原則とし
て受注者が用意することを明記。また、プ
ロジェクタ・スクリーンの用意は必須では
ありませんが、用意する場合は原則として
受注者が用意することを明記。
　また、電子検査会場レイアウト例を明示

（図－３参照）。
⑨データの移管
　情報共有システムに保管された工事帳票
の電子データは、完成検査終了後に、受注
者がそれぞれ出力して保管することを明
記。
　その場合の電子データは、電子データの
仕様及びフォルダ構成を規定する「電子納
品等運用ガイドライン【土木工事編】」に
基づき「工事完成図書の電子納品等要領」

図－３ 電子検査における検査会場レイアウト例（イメージ）図－３



−6−

2011. 1  Vol. 20  No. 1

で定める仕様で出力することを明記。
⑩データの移管
　情報共有システムに保管された工事帳票
の電子データは、完成検査終了後に、受発
注者がそれぞれ出力して保管することを明
記。
　その場合の電子データは、電子データの
仕様及びフォルダ構成を規定する「電子納
品等運用ガイドライン【土木工事編】」に
基づき「工事完成図書の電子納品等要領」
で定める仕様で出力することを明記。
⑪業務全体の流れ
　情報共有システムの活用有無による業務
全体の流れを明記（図－４参照）。
⑫次期機能要件で改善を図る機能
　昨年度の試行における実態調査におい
て、現在の機能要件2.0の一部の機能の改
善点が明らかになったことから、決裁が完
了した工事帳票を再利用して新たに工事帳
票を作成できることで、入力作業の効率化
を図ったり、決裁段階前の打合せ段階から

ワークフロー機能を利用できるようにした
りする等、次期機能要件で改善を図る予定
の機能を記載。
　なお、次期機能要件に対応した情報共有
システムの利用方法については、次期機能
要件の公開後に本ガイドラインを改定し、
利用方法を示す予定。
○参考資料
・円滑な電子検査を行うため、紙の検査書

類、電子検査書類、及び工事完成図書
（紙の成果品及び電子成果品）の一覧を
明示。

・また、情報共有システムの活用の有無、
工事帳票に添付する電子データのファイ
ル形式、電子検査方法などを事前協議で
決定できる「電子納品等運用ガイドライ
ン【土木工事編】」に掲載する事前協議
チェックシートを掲載。

・電子検査において活用が期待されるフォ
ルダのツリー構造の表示方法を明示。

・打合せ簿管理項目や、写真管理項目に定

図－４
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義されている「管理区分」や「工種区
分」などの管理項目の活用方法につい
て、各工事書類の管理項目を具体的に示
すとともに、電子検査の高度化のイメー
ジを併せて明示。

３．おわりに
　情報共有システムの活用については、工
事書類の簡素化、電子検査の実施などと一
体となった業務改善の取り組みとして、本
年度から本格的に実施することとしまし
た。活用にあたっては、受発注者が一体と
なって取り組むことが重要であるとして、
説明の機会を積極的に作り現場への周知徹
底を実施しているところです。
　また、システムの効果的な活用として、

モバイル機器などの情報端末と情報共有シ
ステムを結びつけることにより、例えば施
工プロセスのチェックシートの電子化を図
り、モバイル機器によりチェックした内容
を即時に情報共有システムを使って報告
し、共有を図るということについても試行
することで検討しています。
　このように、情報共有システムの活用は
まだ始まったばかりで、工事書類作成の改
善、電子検査の実施などの取り組みが現場
において円滑に進むには多少の時間と慣れ
が必要と思います。公共工事の施工効率の
向上を目指し、少しでも公共工事全体が良
い方向に進んでいくように情報共有システ
ムの活用に取り組んでいく次第です。
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